
公立大学法人公立鳥取環境大学令和元年台風第１５号に関する検定料免除規程 

 

令和元年１０月７



(検定料の免除の決定) 

第５条 検定料の免除は、理事長が選考し、決定するものとする。 

 

(免除の通知) 

第６条 理事長は、検定料の免除の可否を決定したときは、免除を申請した者に対し、 

入学検定料免除に係る決定通知書（様式第３号）により通知するものとする。 

 

(検定料の納付) 

第７条 検定料の免除が不許可となった者(第４条第３項の規定により申請した者を除

く。)は、本学が指定する期日までに、納付すべき検定料を納付しなければならない。 

 

(検定料納付後の免除) 

第８条 検定料を納付した後に、第２条第１項に該当する場合であって、特別な事情があ

ると理事長が認めたときは、当該検定料を免除することができる。 

２ 前項の規定により検定料の免除を受けようとする者は、第４条第１項の規定に準じて

理事長に申請しなければならない。この場合における申請期限については、理事長が別

に定める。 

 

(免除の決定取消し) 

第９条 検定料の免除の決定を受けた者で、申請について虚偽の事実が判明した場合は、

理事長がその決定を取り消すことができる。 

２ 理事長は、前項の規定により検定料免除の決定を取り消したときは、免除の決定を取

り消した者に対し、その旨を入学料免除取消通知書（様式第４号）により通知するとと

もに、当該取消に係る検定料を徴収するものとする。 

 

(委任) 

第１０条 この規程に定めるもののほか、検定料の免除に関し必要な事項は、理事長が別

に定める。 

 

附 則 

この規程は、令和元年１０月７日から施行し、令和元年９月９日から適用する。 
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